
5 平成17（2005）．4．20 4
�市報の発行日は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）です。新聞折り込みのほか、市の施設、市内の各駅・郵便局・
　ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ問い合わせてください。
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表１　一部負担金の月額上限額
自己負担限度額（外来＋入院）

負担
割合 （世帯単位）外　来

（個人ごとに計算）
４０，２００円／月１２，０００円／月１割一　　　般

２４，６００円／月 ８，０００円／月１割限度額適用
認 定 者

※限度額適用認定者とは、住民税非課税世帯で、限度額
適用証を交付されている方です。

表２　本人所得制限基準額表
基準額扶養親族の数

２，５７２，０００円０人
３，０５２，０００円１人
３，４３２，０００円２人

１人につき３８万円加算３人以上
※基準額は収入額ではありません。収入
金額から所得控除額（一部を除く）を
差し引いた額です。
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く
だ
さ
い
。

※
取
扱
業
務
、

手
続
き
方
法
、

必
要
書
類
な

ど
、
詳
細
は
事

前
に
担
当
課
へ

ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※
健
康
福
祉
事

務
セ
ン
タ
ー
、

東
部
・
西
部
出

張
所
は
開
庁
し

ま
せ
ん
。

※
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も

取
扱
業
務
や
手

続
き
方
法
な
ど

を
掲
載
し
て
い

ま
す
。

問
合
せ　

行
政

経
営
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９

７
５
６

　

市
役
所
で
は
、
昨
年
５
月
か

ら
毎
週
土
曜
日
午
前
中
の
窓
口

開
庁
を
試
行
し
て
い
ま
す
。
１

年
間
の
試
行
実
績
を
踏
ま
え
、

今
年
５
月
か
ら
、
取
扱
業
務
を

拡
大
し
、
本
格
実
施
と
し
ま

す
。

　

５
月
７
日
以
降
の
土
曜
日
の

窓
口
に
お
け
る
取
扱
業
務
は
、

下
表
の
と
お
り
で
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
時
間　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
０
時　

分
１５

※
祝
日
と
年
末
年
始
（　

月　
１２

２９

日
〜
１
月
３
日
）
は
開
庁
し
ま

せ
ん
。

開
庁
窓
口
・
取
扱
業
務　

下
表

の
と
お
り

※
平
日
業
務
の
一
部
に
限
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
他
機
関
へ
確
認

が
必
要
な
も
の
な
ど
、
平
日
と

は
同
様
に
は
取
り
扱
え
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

 
�
５
月
は
、
赤
十
字
運
動
月
間

で
す

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
海
外
救

護
活
動
、
社
会
福
祉
事
業
、
保

健
衛
生
事
業
な
ど
の
事
業
を
幅

広
く
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
を
支
え
て
い

く
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
赤

十
字
会
員
に
な
っ
て
い
た
だ

き
、
会
費
な
ど
の
援
助
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　

５
月
１
日
（
日
）
〜　

日
３１

（
火
）の
赤
十
字
会
員
募
集
運
動

期
間
中
、
自
治
会
役
員
の
方
な

ど
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

日
赤
小
平
市
地
区

（
高
齢
者
福
祉
課
内
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
７

 　

第
３
号
被
保
険
者
（
厚
生
年

赤
十
字
事
業
活
動

資
金
へ
の
ご
協
力
を

第
３
号
被
保
険
者
の

特
例
が
実
施
さ
れ
ま
す

国
民
年
金

金
、
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
会
社
員
、
公
務
員
な
ど

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
）

の
届
け
出
漏
れ
が
あ
る
場
合
、

こ
れ
ま
で
は
届
け
出
日
か
ら
遡

及
し
て
２
年
前
ま
で
の
期
間
だ

け
が
第
３
号
被
保
険
者
期
間
と

し
て
算
入
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の

期
間
は
、
保
険
料
未
納
と
同
じ

取
り
扱
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
平
成　

年
４
月
か
ら
、
２

１７

年
以
上
前
の
期
間
に
つ
い
て

も
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
第
３
号
被
保
険
者
の
届
け

出
漏
れ
の
あ
る
方
は
、
社
会
保

険
事
務
所
へ
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成　

年
３
月
ま
で

１７

に
届
け
出
が
あ
り
、
第
３
号
被

保
険
者
に
該
当
し
て
い
な
が
ら

保
険
料
未
納
期
間
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
社
会
保
険
庁
が
把
握

し
て
い
る
場
合
は
、
届
け
出
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
（
該
当
す
る

方
に
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
、

４
月
下
旬
ご
ろ
に
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す
）。

問
合
せ　

武
蔵
野
社
会
保
険
事

務
所
�
０
４
２
２
（　

）
１
４

５６

１
１

対　

象　

市
内
に
住
所
が
あ
る

義
務
教
育
就
学
前
の
乳
幼
児
を

養
育
し
て
い
る
方
で
、
下
表
の

所
得
限
度
額
を
超
え
な
い
方

※
４
歳
未
満
（
４
歳
に
達
し
た

月
の
末
日
ま
で
）
の
乳
幼
児
を

養
育
し
て
い
る
方
は
、
所
得
制

限
が
な
く
、
す
べ
て
の
方
が
助

成
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
平
成　

年
分
合
計
所
得
か
ら

１５

一
律
控
除
額
（
８
万
円
）
お
よ

び
医
療
費
控
除
な
ど
の
各
種
控

除
額
を
差
し
引
い
た
額
が
、
所

得
限
度
額
未
満
の
場
合
に
受
給

で
き
ま
す
。

※
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

い
な
ど
、
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は

お
子
さ
ん
が
医
療
機
関
で
保
険

診
療
を
受
け
た
と
き
の
自
己
負

担
分
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
は
、

早
め
に
申
請
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

該
当
す
る
方
で
未
交
付
の
方

は
、
健
康
保
険
証
と
印
鑑
を
持

参
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
以
前
は
該
当
し
な

か
っ
た
方
で
も
、
そ
の
後
に
平

成　

年
中
の
所
得
に
変
更
の
あ

１５
っ
た
方
や
、
加
入
の
健
康
保
険

が
変
更
と
な
っ
た
方
な
ど
も
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
の
確
定
申
告
を
し

１６

た
所
得
が
基
準
額
以
下
の
方

は
、
７
月
か
ら
�福
 

制
度
の
適
用

と
な
り
ま
す
の
で
、
５
月
中
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
結

果
を
６
月
末
に
通
知
し
ま
す
。

※
�福
 

制
度
は
、
平
成　

年
６
月

１９

で
終
了
す
る
た
め
、
昭
和　

年
１２

７
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
満　

歳
の
誕
生
月
の
翌
月
か

７０

ら
（
１
日
生
ま
れ
の
方
は
、
当

月
か
ら
）
は
高
齢
受
給
者
証
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

加
入
の
健
康
保
険
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

�
限
度
額
適
用
認
定

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　

�福
 

制
度
は
昭
和　

年
６
月　

１２

３０

日
以
前
に
生
ま
れ
た
満　

歳
未

７０

満
の
都
民
を
対
象
に
、
保
険
対

象
医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
助

成
す
る
東
京
都
の
制
度
で
す
。

　

�福
 

医
療
証
を
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
保
険

対
象
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

が
１
割
に
な
り
ま
す
。
１
か
月

の
自
己
負
担
額
は
、
表
１
の
と

お
り
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
者
は
次
の
す
べ
て
の
条

件
に
該
当
す
る
方
で
す
。

▽
昭
和　

年
６
月　

日
ま
で
に

１２

３０

生
ま
れ
た
満　

歳
未
満
の
方

７０

▽
国
民
健
康
保
険
（
国
民
健
康

保
険
組
合
を
含
む
）
の
加
入
者

お
よ
び
各
種
社
会
保
険
の
被
扶

養
者

▽
本
人
の
所
得
が
表
２
の
所
得

基
準
額
以
下
の
方

※
�老
 

老
人
保
健
制
度
、
�障

 

心
身

障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
、
生

活
保
護
の
受
給
者
を
除
く
。

は
、
１
か
月
の
一
部
負
担
金
の

上
限
額
が
表
１
の
と
お
り
軽
減

さ
れ
ま
す
。
軽
減
を
受
け
る
に

は
、
�福

 

限
度
額
適
用
認
定
証
の

申
請
が
必
要
で
す
。

　

健
康
保
険
証
、
�福

 

医
療
証
、

印
鑑
を
持
参
の
う
え
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
世
帯
員
の
中
に
住
民
税
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
非
課
税
世

帯
の
確
認
が
で
き
な
い
た
め
限

度
額
適
用
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
所
得

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
限
度
額
適
用
認
定
を
受
け
て

い
る
方
の
入
院
時
の
食
事
代
の

軽
減
に
つ
い
て
は
、
加
入
の
健

康
保
険
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

�
更
新
手
続
き

　

�福
 

医
療
証
は
毎
年
７
月
が
更

新
月
で
す
。
現
在
、
�福

 

医
療
証

を
お
持
ち
の
方
で
、

▽
昭
和　

年
７
月
２
日
以
降
に

１０

生
ま
れ
た
方

▽
小
平
市
国
民
健
康
保
険
以
外

に
加
入
の
方

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
は
、

５
月
中
に
健
康
保
険
証
、
�福

 

医

療
証
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
結
果
を
６

月
末
に
通
知
し
ま
す
。

申
請
先　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）、
東
部
・

西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

 　

先
の
大
戦
で
外
地
な
ど
（
事

変
地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区

域
）
に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生

勤
務
に
服
さ
れ
た
旧
日
本
赤
十

字
社
救
護
看
護
婦
お
よ
び
旧
陸

海
軍
従
軍
看
護
婦
の
方
（
慰
労

給
付
金
受
給
者
を
除
く
）
に
、

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈

呈
し
て
い
ま
す
。
な
お
請
求
期

限
は
、
平
成　

年
３
月　

日
ま

１９

３１

で
で
す
。
本
人
ま
た
は
ご
家
族

な
ど
が
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

総
務
省
大
臣
官
房
管

理
室
業
務
担
当
�　

（
５
２
５

０３

３
）
５
１
８
２

内
閣
総
理
大
臣
名
の

書

状

を

贈

呈

 　

楽
器
を
演
奏
し
た
り
歌
を
う

た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
齢
者

の
健
康
維
持
や
老
化
予
防
を
図

り
ま
す
。

と　

き　

水
曜
日　

午
後
２
時

〜
３
時　

分
３０

と
こ
ろ　

福
祉
会
館
小
ホ
ー
ル

費　

用　

無
料

対　

象　

市
内
在
住
で　

歳
以

６０

上
の
方

募
集
人
数　

若
干
名

講　

師　

�
東
京
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
の
音

楽
療
法
士

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
６
４
２

療
育
音
楽
教
室

参

加

者

募

集

う
な
ど
、
従
業
員
に
防
災
教
育

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

小
平
消
防
署
予
防
課

�　

（
３
４
１
）
０
１
１
９

０４２

 　

エ
イ
ズ
（
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
は
、

Ｈ
Ｉ
Ｖ
と
呼
ば
れ
る
ウ
イ
ル
ス

が
原
因
で
起
こ
る
病
気
で
す
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
方
を
無

症
候
性
キ
ャ
リ
ア
と
い
い
、
エ

イ
ズ
と
は
発
症
し
た
方
を
い
い

ま
す
。
体
の
免
疫
力
が
低
下

し
、
健
康
な
ら
何
で
も
な
い
よ

う
な
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
が
原
因

で
症
状
を
お
こ
す
よ
う
に
な
る

と
診
断
さ
れ
ま
す
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
主
に
、
血
液
・
精

液
・
膣
分
泌
液
を
介
し
て
う
つ

り
ま
す
。

　

学
校
、
職
場
、
家
庭
な
ど
で

の
日
常
生
活
で
は
う
つ
り
ま
せ

ん
。

　

感
染
の
不
安
が
あ
る
と
き
は

検
査
を
受
け
て
み
ま
し
ょ
う

（
保
健
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

活
用
し
て
く
だ
さ
い
）。

と　

き　

火
曜
日
（
祝
日
を
除

く
）　

午
後
１
時　

分
〜
４
時

３０

　

分
３０と

こ
ろ　

多
摩
小
平
保
健
所

費　

用　

無
料

内　

容　

採
血
と
検
尿
（
Ｈ
Ｉ

エ
イ
ズ
に
つ
い
て

知

ろ

う

Ｖ
検
査
で
は
性
器
ク
ラ
ミ
ジ

ア
、
梅
毒
、
淋
菌
の
検
査
も
受

け
ら
れ
ま
す
）

※
匿
名
で
予
約
は
不
要
。

問
合
せ　

多
摩
小
平
保
健
所
感

染
症
対
策
係
�
０
４
２
４（　

）
５０

３
１
１
１
、
小
平
市
健
康
セ
ン

タ
ー
�　

（
３
４
６
）３
７
０
０

０４２

 　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
登
録
名
義
人
な
ど
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
自
動
車
税
の

１７

納
入
通
知
書
は
、
５
月
２
日

（
月
）
に
送
付
し
ま
す
。
納
期

限
は
、
５
月　

日
（
火
）
で
す
。

３１

※
車
検
時
の
納
付
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

�
東
京
都
の
自
動
車
税
は
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
ま
す

▽
利
用
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
（　

音
順
）
…
サ
ー

５０

ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
、ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、ロ
ー
ソ
ン

問
合
せ　

東
京
都
主
税
局
課
税

部
課
税
指
導
課
�　

（
５
３
８

０３

８
）
２
９
５
４
、
東
京
都
自
動

車
税
総
合
事
務
所
�　

（
５
９

０３

８
５
）
７
８
１
１
、
自
動
車
税

テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
�　
０３

（
５
９
８
５
）
７
８
１
５

東
京
都
の
自
動
車
税

  　
　

歳
以
上
の
高
齢
者
の
交
通

６５
事
故
死
者
数
は
、
全
死
者
数
の

約　

％
で
、
依
然
高
い
比
率
を

３５
示
し
て
い
ま
す
。

�
高
齢
者
の
交
通
安
全
の
ポ
イ

ン
ト

　

横
断
禁
止
場
所
の
横
断
に
よ

る
交
通
事
故
が
た
い
へ
ん
多
く

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

道
路
を
横
断
す
る
と
き
は
横

断
歩
道
や
歩
道
橋
を
渡
り
、
信

号
が
青
で
も
、
左
右
の
安
全
を

確
か
め
て
か
ら
渡
り
ま
し
ょ

う
。

　

夕
暮
れ
か
ら
夜
間
は
、
反
射

材
を
身
に
つ
け
た
り
、
目
立
つ

服
装
を
し
ま
し
ょ
う
。

高

齢

者

の

交

通

事

故

が

増
え
て
い
ま
す

�
交
通
安
全
ス
ロ
ー
ガ
ン

子
や
孫
の　

手
本
と
な
っ
て
ね

道
路
の
横
断

問
合
せ　

小
平
警
察
署
�　
０４２

（
３
４
３
）
０
１
１
０
、
小
平

市
交
通
対
策
課
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
２
７

 
�
子
ど
も
の
火
遊
び
を
な
く
そ

う
　

幼
稚
園
、保
育
園
、学
校
を
は

じ
め
、
家
庭
で
も
火
の
大
切
さ

や
恐
ろ
し
さ
な
ど
を
教
え
、
正

し
い
火
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

防
災
教
育
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

�
防
火
管
理
を
徹
底
し
よ
う

　

新
入
社
員
や
異
動
者
は
、
消

火
器
の
あ
る
場
所
や
避
難
経
路

も
十
分
に
把
握
し
て
い
ま
せ

ん
。
管
理
権
原
者
や
防
火
管
理

者
は
防
火
管
理
を
徹
底
す
る
と

と
も
に
、
自
衛
消
防
訓
練
を
行

防

災

教

育

を

行
い
ま
し
ょ
う

� �������������������������������������� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
�
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト　

４
月

　

日
（
日
）
午
前　

時
〜
午
後

２４

１０

３
時
。
雨
天
中
止
。
小
平
駅
・

国
分
寺
駅
か
ら
無
料
送
迎
バ
ス

あ
り
。
リ
サ
イ
ク
ル
の
Ｐ
Ｒ
、

模
擬
店
。
出
店
料
の
一
部
は
市

に
寄
付
。
�
日
立
自
動
車
教
習

所
・
武
田　

（
３
２
１
）
３
９

０４２

８
１

�
フ
ラ
ダ
ン
ス
無
料
体
験
教
室

　

４
月　

日
（
火
）
午
前　

時

２６

１０

〜
正
午
。
鈴
木
公
民
館
。
�
プ

ア
・
ア
ヒ
ヒ
・
フ
ラ
サ
ー
ク 

ル
・
前
田
０
４
２
４
（　

）
８

５９

７
７
５

�
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル　

４
月　

日
（
金
・
祝
）

２９

午
前　

時
〜
午
後
５
時
。
子
ど

１１

も
キ
ャ
ン
プ
場
。
ゲ
ー
ム
、
野

外
ク
ッ
キ
ン
グ
ほ
か
。
新
規
入

団
希
望
者
も
受
付
。
�
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
小
平
第
１
団
・
武
藤

　

（
３
９
５
）
１
６
１
９

０４２

�
小
平
高
校
吹
奏
楽
部
卒
業
生

に
よ
る
第
４
回
特
別
演
奏
会　

５
月
１
日
（
日
）
午
後
２
時　
３０

分
開
演
。
ル
ネ
こ
だ
い
ら
大
ホ

ー
ル
。
費
用
５
百
円
。
指
揮
…

上
原
宏
。ゲ
ス
ト
…
宮
村
和
宏
。

曲
目
…
組
曲
「
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ

ト
」、
カ
ル
メ
ン
幻
想
曲
ほ
か
。

�
Ｏ
Ｂ
バ
ン
ド
事
務
局
０
９
０

（
６
０
４
１
）
９
７
８
３

�
小
平
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ　

第　

回
定
期
演
奏
会　

５
月
８

１９
日
（
日
）
午
後
２
時
開
演
。
ル

ネ
こ
だ
い
ら
大
ホ
ー
ル
。
費
用

５
百
円（
全
席
自
由
）。
指
揮
…

柳
澤
寿
男
氏
（
マ
ケ
ド
ニ
ア
国

立
歌
劇
場
首
席
指
揮
者
）。
曲

目
…
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
交
響
曲
第

　

番
ほ
か
。
�
大
石
０
９
０

４０（
９
６
８
５
）
５
８
９
３

�
第
６
回
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
国

際
交
流
春
の
市
民
ふ
れ
あ
い
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト　

５
月　

日
１５

（
日
）午
前　

時
〜
午
後
３
時
。

１０

雨
天
中
止
。
一
橋
学
園
南
口
花

の
ロ
ー
タ
リ
ー
（
一
橋
大
学
通

り
）。
出
店
募
集
…
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
百　

組
（
ア
マ
チ
ュ

２０

ア
２
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
）、

出
店
費
５
百
円
。
申
込
み
…
４

月　

日
（
土
）
ま
で
（
必
着
）

３０
に
、
は
が
き
に
代
表
者
の
住

所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
、
一
橋
学

園
南
口
商
店
会
フ
リ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
実
行
委
員
会
（
〒　

�
０

１８７

０
４
５　

学
園
西
町
１
�　

�
２５

２　

西
東
京
調
理
師
専
門
学
校

内
）
へ
（
先
着
順
）。
�　

（
３

０４２

４
４
）
１
５
２
１

�
ス
マ
ト
ラ
沖
地
震
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
公
演　

の
ぞ

い
て
み
て
ね　

人
形
劇
の
森
を

　

５
月　

日
（
日
）
午
後
２
時

１５

か
ら
。
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル
。

費
用
１
人
５
百
円
。
主
催
…
グ

ル
ー
プ
・
テ
ィ
ー
た
い
む
。
�

萩
平　

（
３
４
７
）
０
９
３
３

０４２

�
第
７
回
チ
ャ
リ
テ
ィ
古
本
市

　

５
月　

日
（
土
）
午
前　

時

２１

１０

〜
午
後
５
時
、　

日
（
日
）
午

２２

前　

時
〜
午
後
３
時
。
中
央
公

１０
民
館
ふ
れ
あ
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー
。

古
本
募
集
…
５
月　

日
（
土
）・

１４

　

日
（
日
）
午
後
１
時
〜
４
時

１５に
中
央
図
書
館
裏
口
・
館
外
奉

仕
室
へ
。
主
催
…
小
平
図
書
館

友
の
会
。
後
援
…
小
平
市
教
育

委
員
会
。
�
伊
藤
０
９
０
（
１

７
０
７
）
０
８
６
０

 
★
民
謡　

団
友
会　

月
４
回
水

曜
日
午
後
６
時　

分
〜
９
時　

３０

３０

分
。
仲
町
公
民
館
。
月
会
費
２

千
円
。
�
坂
本　

（
３
４
４
）

０４２

３
５
２
８

★
東
京
マ
ウ
ン
ト
ク
ラ
ブ　

ハ

イ
キ
ン
グ
、
登
山
、
史
跡
巡
り

（
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
利
用
あ
り
）

ほ
か
。
休
日
な
ど
年　

回
。
上

３０

宿
公
民
館
ほ
か
。
年
会
費
２
千

５
百
円
。
�
佐
々
木　

（
３
０

０４２

８
）
２
５
０
０

★
絵
本
で
ハ
ン
グ
ル
を
学
ぼ
う

　

第
２
・
４
水
曜
日
午
前　

時
１０

〜
正
午
。
小
川
公
民
館
。
月
会

費
２
千
円（
教
材
費
別
）。
�
李

　

（
３
４
３
）
８
８
０
３

０４２

★
民
謡
ク
ラ
ブ　

第
２
・
４
木

曜
日
午
後
１
時
〜
３
時
。
仲
町

公
民
館
。
月
会
費
１
千
円
。
�

塩
井　

（
３
８
１
）
４
１
７
３

０４２

★
懐
石
風
料
理　

好
味
会　

第

１
金
曜
日
午
後
１
時
〜
５
時
。

花
小
金
井
南
公
民
館
。
月
会
費

１
千
円（
食
材
費
別
）。
�
栗
原

　

（
３
８
６
）
１
２
６
１

０４２★
日
本
舞
踊　

鶴
の
会　

第
２

・
４
火
曜
日
午
後
７
時
〜
９
時
。

大
沼
地
域
セ
ン
タ
ー
。
月
会
費

２
千
円
。
着
付
け
指
導
あ
り
。

�
村
山　

（
３
３
２
）３
７
６
８

０４２

★
日
本
舞
踊　

美
里
会　

第
２

・
４
火
曜
日
午
後
３
時
〜
５
時
。

大
沼
地
域
セ
ン
タ
ー
。
月
会
費

２
千
円
。
３
歳
〜
小
学
生
と
保

護
者
。
�
中
村
０
９
０
（
４
０

４
８
）
８
６
０
１

★
タ
ッ
プ
ダ
ン
ス　

フ
ァ
ン
キ

ー
ズ　

第
２
・
４
金
曜
日
午
後

７
時
〜
８
時　

分
。
中
央
公
民

３０

館
。
月
会
費
２
千
円
。
�
北
出

　

（
３
０
８
）
４
１
１
８

０４２★
軽
体
操　

ダ
ッ
ク
ス　

水
曜

日
午
前　

時
〜　

時　

分
。
市

１０

１１

３０

民
総
合
体
育
館
。
月
会
費
１
千

円
。
�
原
田　

（
３
４
５
）
１

０４２

２
２
２

★
茶
道
と
着
付
け　

あ
ゆ
み
の

会　

第
１
・
３
金
曜
日
午
後
１

時
〜
４
時　

分
。
学
園
西
町
地

３０

域
セ
ン
タ
ー
。月
会
費
２
千
円
。

�
永
野　

（
３
４
５
）６
０
５
６

０４２

★
フ
ラ
ダ
ン
ス　

プ
ル
メ
リ
ア

　

第
１
〜
３
水
曜
日
午
後
７
時

〜
８
時　

分
。
大
沼
公
民
館
。

３０

月
会
費
２
千
円
。
�
立
石　
０４２

（
３
４
３
）
１
９
７
３

掲
載
希
望
団
体
は
秘
書
広

報
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

秘
書
広
報
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
０
５

�福
 

老
人
医
療
費
助
成
制
度

が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
工
夫
、

取
り
組
み
を

「
介
護
予
防
」

と
呼
び
ま
す
。

　

市
で
は
、
介

護
予
防
に
つ
い

て
わ
か
り
や
す

く
解
説
し
た
冊

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

子
「
中
高
年
か
ら
の
介
護
予
防

読
本
」
を
東
京
都
と
共
同
で
編

集
し
、
発
行
し
ま
し
た
。
健
康

福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
、
市
役

所
、
東
部
・
西
部
出
張
所
、
図

書
館
、
公
民
館
、
地
域
セ
ン
タ

ー
、ほ
の
ぼ
の
館
、さ
わ
や
か
館

や
市
内
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ

の
読
本
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
８
２
３

 　

高
齢
期
を
迎
え
て
も
い
つ
ま

で
も
い
き
い
き
と
暮
ら
し
て
い

く
た
め
に
は
、
介
護
を
必
要
と

し
な
い
よ
う
心
身
の
衰
え
を
予

防
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
日
常
生
活
や
気

の
持
ち
よ
う
を
工
夫
す
る
必
要

「
中
高
年
か
ら
の

介
護
予
防
読
本
」
を

発

行

が
、
中
学
３
年
生
ま
で
利
用
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
宿
泊
の
み
の
利
用
で

し
た
が
、
日
帰
り
の
利
用
も
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

利
用
期
間　

１
回
の
利
用
は
原

則
と
し
て
７
日
以
内

施　

設　

社
会
福
祉
法
人
東
京

都
社
会
福
祉
事
業
団　

東
京
都

む
さ
し
が
丘
学
園
（
鈴
木
町
１

�　

�
１
）

６２
費　

用　

上
表
の
と
お
り

対　

象　

市
内
に
在
住
す
る
２

歳
か
ら
中
学
３
年
生
ま
で
の
、

児
童
養
護
施
設
の
生
活
に
対
応

で
き
る
児
童

申
込
み　

▽
火
曜
〜
土
曜
日

（
年
末
年
始
、
祝
日
を
除
く
）

…
午
前　

時
か
ら
午
後
６
時
ま

１０

で
に
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
へ
�　

（
３
４
８
）
２
１

０４２

０
０

▽
月
曜
日
（
年
末
年
始
、
祝
日

を
除
く
）
…
午
前
８
時　

分
か

３０

ら
午
後
５
時
ま
で
に
、
児
童
課

へ
�　

（
３
４
６
）
９
８
２
１

０４２

　

保
護
者
が
病
気
、
出
産
、
冠

婚
葬
祭
へ
の
参
加
な
ど
で
、
緊

急
か
つ
一
時
的
に
お
子
さ
ん
の

養
育
に
お
困
り
の
際
、
市
内
の

児
童
養
護
施
設
で
お
子
さ
ん
を

お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
利
用
対
象
児
童

が
小
学
３
年
生
ま
で
で
し
た

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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市民課　�０４２（３４６）９５２０
○住民異動届（転入、転出、転居など）の受付
　※即日手続きができない場合があります。
・印鑑：新規登録申請
　※本人確認できない場合は、即日登録はできません。
・印鑑：廃止・亡失の届出／交換の届出／暗証番号の申請／仮廃止の届出
・住民票などの交付
・戸籍謄本などの交付　※戸籍作成中のものは交付できません。
・印鑑登録証明書の交付
・戸籍届出の受付　※届出に伴う証明書の発行はできません。
・年金現況証明書の交付
・外国人登録原票記載事項証明書の交付
・外国人登録証明書の交付
○外国人登録：新規登録申請
　※手続きが完了しない場合があります。
○外国人登録：引替交付申請／確認申請／再交付申請／居留地変更申請
　※原票記載事項証明書が即日発行できない場合もあります。
○外国人登録：居留地以外の変更登録申請／登録の訂正／閉鎖（出国を除く）

税務課　�０４２（３４６）９５２１
※「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」は、�０４２（３４６）９５２４・９５２５。

・個人市民税・都民税の課税（非課税）証明書の交付
　※申告などをしていない方は当日の課税証明書の交付はできません。
○軽自動車税に係る登録・廃車届の受付
　※他市町村で登録している１２５㏄ 以下のバイク、ミニカーおよび小型特
殊自動車については、廃車のみの手続きは受け付けていません。

・固定資産税関係証明書の交付
・公図・登記申請書副本・土地・家屋台帳閲覧受付
・住宅用家屋証明書の交付
・公図写しの交付
・固定資産課税台帳の閲覧
・土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧　※５月３１日（火）まで。

収納課　�０４２（３４６）９５２７
※「口座振替の申請受付」は、�０４２（３４６）９５２６。

・納税証明書の交付
　※金融機関で納付してからの日数により、交付できない場合があります。
できるだけ領収証書を持参してください。

・納税相談
・納付受付
　※取り扱うのは、市・都民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料です。

・口座振替の申請受付
　※市・都民税（特別徴収）、法人市民税は取り扱いできません。

保険年金課
国民健康保険について　�０４２（３４６）９５２９

○加入（転入、職場の健康保険の脱退、生活保護廃止、出生）の受付
　※転入、出生手続き後、届出してください。
○脱退（転出、職場の健康保険加入、生活保護受給、死亡）の受付
　※死亡届出手続き後、届出してください。
○国保保険証変更（転居、世帯主・加入者の氏名変更）の受付
　※住所変更、氏名変更などの手続き後、届出してください。
○国保保険証の再交付申請の受付
○就学のために住所を離れた方の国保保険証変更の受付�学 
○長期の旅行、出張などで家族と離れ、別に国保保険証が必要な方の国保
保険証変更の受付�遠 
・療養費・海外療養費・移送費などの申請受付
・高額療養費の申請受付
　※市から送られた申請書をお持ちの方のみの受付です。
・葬祭費の支給申請受付
　※国保脱退の手続きが済んでいる方のみの受付です。
・出産育児一時金の支給申請受付
　※出生に関する手続きが済んでいる方のみの受付です。
・保養施設利用助成申請
・保険税納税通知書の再交付

国民年金について　�０４２（３４６）９５３１

・年金の保険料免除申請受付
・年金の保険料学生納付特例申請受付
・年金受給者の住所変更などのはがきの交付
　※小平市内での住所変更または小平市への転入の場合です。
・年金手帳の再交付の申請受付　※当日の受け取りはできません。
・老齢福祉年金受給者に関する諸届けの受付
　※事前に問い合わせてください。

高齢者福祉課　�０４２（３４６）９５３８
・�老 ・�福 資格取得・変更・喪失に関すること
　※関係機関への確認が必要な場合は、後日処理となります。
・�老 ・�福 医療証の再交付
・�老 特定疾病認定申請受付
・�老 ・�福 高額医療費の申請受付
　※市から送られた申請書をお持ちの方のみの受付です。
・�老 ・�福 療養費の申請受付
・�福 医療証交付状況連絡票交付申請受付
・健康手帳の交付
・母子健康手帳の交付
・おむつ代助成金の申請受付　※申請した月の分から支給対象となります。
・交通災害共済の申込み　※毎年申込みが必要になります。

土曜窓口の開庁課と取扱業務一覧 ※○印のついている業務は、平成１７年５月から新たに取り扱う業務です。
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555555555555555月月月月月月月月月月月月月月月777777777777777日日日日日日日日日日日日日日かかかかかかかかかかかかかからららららららららららららら日から
利用料金

利用区分
住民税課税世帯住民税非課税世帯

３，０００円１，５００円午前１０時～
　　　午後８時日帰り利用

５，１００円×宿泊数２，５５０円×宿泊数午前１０時～
翌日の午前１０時宿 泊 利 用

※生活保護世帯は無料となります。
※宿泊利用で、利用最終日を午後８時まで延長する場合は、宿泊利用
　料金に日帰り利用料金を加算した額になります。
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乳幼児医療費助成制度所得限度額表
（平成１７年９月３０日まで適用）

所得限度額扶養人数

４，６００，０００円０人

４，９８０，０００円１人

５，３６０，０００円２人

１人につき
３８０，０００円加算３人以上
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